
暴走族等の騒音被害を防止し、夜間の平穏な生活を確保す
るため、本年９月３日より、油山観光道路の一部区間において
自動二輪車（１２５ｃｃ以下を除く）の交通規制を実施しています。
ご理解とご協力をお願いします。

※ １２５ｃｃ以下を除く自動二輪車を所有・使用する住民・通勤者の方へ
規制時間内に通行される方には、早良警察署で通行許可証を発行します。
申請書類は、申請書（警察署）、免許証(写し)、車検証（写し）若しくは

自動車損害賠償責任保険証明書(写し) が必要となります。
早良警察署１階窓口へ来署をお願いします。

【問合先】 早良警察署 交通第一課 交通規制係 ０９２－８４７－０１１０ 内線 ４１３

○ 規制対象：自動二輪車（１２５ｃｃ以下を除く）

○ 規制時間：午後９時から翌午前５時までの間

総排気量
１２５ｃｃ以下を除く

２１－翌５

凡例 通行禁止区間
油山団地東口

片江展望台

≪交通規制の内容≫

交通規制のお知らせ！
９月３日より

○ 規制区間（地図参照）
「油山団地東口交差点」から「油山片江展望台」
までの間（油山観光道路）


